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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
専
用
特
設
窓
口
を
開
設　
　

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
専
用
特
設
窓

口
を
役
場
一
階
ロ
ビ
ー
に
開
設
し
ま
し
た
。
申

請
に
必
要
な
写
真
を
職
員
が
撮
影
し
ま
す
。

　
ま
た
、
12
月
10
日
（
土
）
は
、
役
場
住
民
課

に
て
休
日
窓
口
を
開
き
ま
す
。
休
日
窓
口
で

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
「
申
請
」
「
受

け
取
り
」
「
パ
ス
ワ
ー
ド
ロ
ッ
ク
の
解
除
」

「
更
新
」
を
行
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
特
典

・
12
月
末
ま
で
の
申
請
で
ポ
イ
ン
ト
付
与

・
「
住
民
票
の
写
し
」
と
「
印
鑑
登
録
証
明
書
」

を
コ
ン
ビ
ニ
で
取
得

▼
休
日
窓
口
　
12
月
10
日
（
土
）

午
前
９
時
～
正
午

▼
と
こ
ろ　
役
場
1
階
2
番
窓
口
住
民
課

▼
持
ち
物　

　

「
申
請
」　

本
人
確
認
書
類
、
申
請
書

（
な
く
て
も
可
）

　

「
受
け
取
り
」　

通
知
ハ
ガ
キ
、
通
知

カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書
類

　
「
ロ
ッ
ク
解
除
」　
本
人
確
認
書
類
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
受
け
取
り
は
、
必
ず
本
人
が
来
庁
し
て
く
だ

さ
い
。

※
本
人
確
認
書
類
は
、
顔
写
真
付
き
以
外
は
２

点
必
要
で
す
。
（
学
生
証
は
顔
写
真
付
き
で

も
２
点
必
要
）

▼
問
合
せ　
住
民
課
住
民
・
年
金
グ
ル
ー
プ

　

28
・
0
9
6
6
（
直
通
）

Info

生
活
の
し
づ
ら
さ
な
ど
に

関
す
る
調
査

　
　

　
令
和
4
年
生
活
の
し
づ
ら
さ
な
ど
に
関
す
る

調
査
（
全
国
在
宅
障
害
児
・
者
等
実
態
調
査
）

を
実
施
し
ま
す
。

▼
目
的　
障
害
者
施
策
の
推
進
に
向
け
た
検
討

の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
全
国
の
在
宅
の

障
害
児
・
者
等
の
生
活
実
態
と
ニ
ー
ズ
を
把

握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
調
査
対
象　
全
国
5
3
6
3
国
勢
調
査
調
査

区
の
う
ち
、
厚
生
労
働
省
が
無
作
為
に
抽
出

し
た
調
査
地
区
に
お
住
ま
い
の
障
害
者
手
帳

（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た
は

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
）
を
お
持
ち
の

方
、
知
的
障
害
、
発
達
障
害
、
高
次
脳
機
能

障
害
、
難
病
と
診
断
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

方
、 

慢
性
疾
患
な
ど
の
長
引
く
病
気
や
け
が

等
に
よ
り
生
活
の
し
づ
ら
さ
が
生
じ
て
い
る

方
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

▼
調
査
地
区
　
中
稲
地
区

▼
調
査
の
実
施
日

　
令
和
4
年
12
月
1
日
（
木
）
を
調
査
日
と

し
て
実
施
し
ま
す
。

　
令
和
4
年
11
月
下
旬
に
調
査
員
が
対
象
調

査
区
内
の
世
帯
の
郵
便
受
け
に
「
調
査
実
施

の
お
知
ら
せ
」
の
チ
ラ
シ
を
入
れ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

▼
調
査
方
法

①
令
和
4
年
12
月
1
日
（
木
）
か
ら
12
月
22
日

（
木
）
ま
で
の
間
に
調
査
員
が
調
査
地
区
内

の
世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
の
趣
旨
等
を
説
明

の
う
え
、
調
査
対
象
者
の
有
無
を
確
認
し
ま

す
。

②
調
査
対
象
者
が
い
る
場
合
は
、
調
査
票
を
手

渡
し
、
記
入
及
び
郵
送
に
よ
る
返
送
を
依
頼

し
ま
す
。

③
調
査
票
は
、
原
則
と
し
て
調
査
対
象
者
本
人
が

記
入
し
ま
す
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、
適

切
な
記
入
の
た
め
の
支
援
を
実
施
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ　

　

28
・
0
9
1
2

Info

家
屋
解
体
時
な
ど
の
手
続
き

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1
日
現
在
の
状

況
に
基
づ
い
て
課
税
し
ま
す
。
年
の
途
中
で
取

り
壊
し
た
家
屋
は
正
し
く
手
続
き
を
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
翌
年
度
か
ら
課
税
し
ま
せ
ん
。
ま

た
、
年
の
途
中
で
名
義
変
更
さ
れ
た
場
合
は
、

翌
年
度
か
ら
新
し
い
名
義
人
に
課
税
し
ま
す
。　

　
な
お
、
家
を
建
て
ら
れ
た
と
き
は
、
建
物
の

表
題
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
未
登

記
の
家
屋
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
は
、
法
務
局

で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
登
記
済
家
屋
の
取
壊
し

　
取
り
壊
し
た
年
の
内
に
法
務
局
へ
滅
失
登

記
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
町
へ
の
届
出

は
不
要
に
な
り
ま
す
。

　
年
末
の
取
壊
し
な
ど
で
、
法
務
局
へ
の
滅

失
登
記
が
年
を
越
し
て
し
ま
う
場
合
は
、
年

内
に
町
へ
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
未
登
記
家
屋
の
取
壊
し

取
壊
し
後
、
速
や
か
に
町
へ
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

▼
登
記
済
家
屋
の
名
義
変
更

名
義
変
更
が
あ
っ
た
年
の
内
に
法
務
局

へ
所
有
権
移
転
登
記
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と

で
、
町
へ
の
届
出
は
不
要
に
な
り
ま
す
。

▼
未
登
記
家
屋
の
名
義
変
更

名
義
変
更
後
、
速
や
か
に
町
へ
届
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
年
の
内
に
届
出
を
し
な

か
っ
た
場
合
は
、
翌
年
度
も
旧
名
義
人
へ
課

税
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

▼
届
出
方
法　
役
場
1
階
4
番
窓
口
税
務
課
に
届

出
書
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
事
前
に
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
き
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ

　

28
・
2
4
3
4

　
12/20～1/10

青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止

に
取
り
組
む
県
民
運
動

　
　

　
冬
休
み
期
間
の
12
月
20
日
か
ら
1
月
10
日
ま

で
、
「
非
行
の
芽　
は
や
め
に
つ
も
う　
み
な
我

が
子
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
、
愛
知
県
、
愛
知

県
警
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
な
ど
が
主
催
し
て
青

少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
に
取
り
組
む
県
民
運
動

が
展
開
さ
れ
ま
す
。
町
で
は
、
毎
年
青
少
年
育
成

会
議
の
参
加
団
体
が
、
啓
発
運
動
や
町
内
巡
回
を

し
て
こ
の
運
動
に
参
加
し
ま
す
。

　
ご
家
庭
で
も
お
正
月
の
お
休
み
の
期
間
に
、
お

子
様
と
学
校
生
活
や
趣
味
な
ど
を
話
題
に
し
て
、

深
夜
徘
徊
、
万
引
き
、
喫
煙
な
ど
非
行
に
か
か
わ

ら
な
い
健
全
な
心
の
育
成
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ　

愛
知
県
県
民
文
化
部
社
会
活
動
推
進
課
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9
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0
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8
7
3
6

生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
グ
ル
ー
プ

2
8
・
0
3
9
6


